
土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第14条第１項の規定により､ 土地区画整理組合の設立を認可したので､

同法第21条第３項の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成18年５月22日

金沢市長 山 出 保

１ 土地区画整理組合の名称

金沢市副都心北部直江土地区画整理組合

２ 事業施行期間

平成18年５月22日から平成27年３月31日まで

３ 施行地区

金沢市直江町ヘ､ ト､ チ､ リ及びルの各大部､ イ､ ロ､ ハ､ ニ､ ホ及びヲの各一部並びに近岡町､ 問屋町３丁目､

直江北１丁目及び大河端町西の各一部

４ 事務所の所在地

金沢市直江町ロ６番地

５ 設立認可の年月日

平成18年５月15日

６ 事業年度

毎年４月１日から翌年の３月31日まで

７ 公告の方法

土地区画整理組合の事務所の掲示場及び金沢市役所に掲示する｡
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公 告

頁 箇 所 誤 正

１ 上から６行目 設立の認可
設立認可に係る施行地区及び設計の概要

を表示する図書の縦覧
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